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 それから全国の自治体がデータベースを共有することになりますので、これはいま、

ＸＭＬでデータを全部作り直していただくという形で、もう既に一部の自治体は動いて

いますけれども、エージェントを使って検索していく。と同時に、もう１つは、これは

まだいま現在実装していませんけれども、47 都道府県、12 政令指定市はすべて実装を完

了することになっています。現在のところ、19 団体が実際に使える環境ですが、47 都道

府県 12 政令のすべてが準備が出来るのは９月です。10 月から本格運用に入ります。市

町村はまだレベルが低いものですから、もうちょっと、2003 年までに対応していただく

ことになっています。 

 エージェントの使い方で、もう１つは国防総省などがやっているやり方ですけれども、

不正アクセスをやった場合、もうエージェントを張りつけてしまう。追尾する。追尾し

てモニタリングをする。現在のわが国の不正アクセス防止法は、現行犯でないと逮捕出

来ませんので、その情報は警察にその都度連絡して一緒にモニタリングしていただいて、

どこかのアタックに成功した段階で、すぐ逮捕していただくというやり方を考えていま

す。これはなぜそこまでやるかということですけれども、ここは医療情報とか、今後は

遺伝子情報も入ってくるでしょう。個人情報を徹底的に守らないといけませんので、相

当のことを考えないといけないということで動いています。 

 それから端末レベルは多機能ＩＣカードを使って、複数のバイオマトリックスを使っ

て本人確認をしないとネットにアクセス出来ない。それからファイルが開かないように

図55：総合行政ネットワーク（LGWAN） 
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してありますから、データベースも、誰でも使えるわけではない。権限を持った人しか

使えないという環境にもっていく。いま、一部実験的に、バイオマトリックスは使って

いませんけれども、ＩＣカードを使ってアクセスをさせています。ただ、将来的には複

数のバイオマトリックスを使う。指の骨格認証とか、色々なものを使う。指紋だけだと

簡単に偽造出来ますので、そういう１つのバイオマトリックスではやらないという方法

でいま、調整中であります。その分、コストが高くなるのですけれども、やむを得ない

と考えています。 

 これが４年間検討されて、

６月に最終報告書を、いま、

私も委員長でしたので、膨大

な資料を全部チェックしろと

いわれて、チェックさせられ

てかなわないと思いながらチ

ェックしているところですけ

れども、自治体には全部ＣＤ

に焼きつけて渡すことになっ

ています。 

 これが大体文書交換でいまやっている実証実験の内容ですけれども、特徴は、認証も

やると同時に検証サーバーというのを特別に設けているところです。基本的には、我々

がやっているところはこの緑のところなのですけれども、検証と認証はどこが違うかと

いうと、認証は期限付きで認証して、その証明書とかの有効性を証明するわけですが、

大体どう考えても、２年しか無理です。暗号レベルとかが上がりますので、長い間、５

年間それで認証するというようなことはありません。２年ごとに切り替えが必要で、そ

の都度、認証サーバーはデータを捨てていきますので、シークエンスに、過去にさかの

ぼってそのエージェント当事者がどういうことをやっていたかというモニタリングは困

難になりますので、検証サーバーというのをまた特別に立ち上げる。これでストレージ

機能が重要になってくるということです。これは商業サイトでも一般に認められること

図56：検討された主な課題 
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で、Ｂ to Ｂでは当たり前のことです。だから、アメリカでいま、ストレージ会社がも

うかっているというわけです。ペリオなども、もうストレージをがんがんやりますよ、

エクソダスもやりますよということを言っているわけです。 

 我々も、それの立ち上げをやる必要がある。従って、ｉＤＣの話をしましたけれども、

だからもう県庁内などにサーバーを置く余裕はないと。データベースを置く余裕はない

のです。特別の施設が必要になってくるということでｉＤＣの必要性というのが、いま、

世界的にいわれている。世界的にといったって、アメリカと日本とヨーロッパくらいの

ものだと思いますけれども、いわれているということであります。我々もそういう形で

検証サーバーを、かなりデータ容量の大きいものを作る必要があるということで、検討

を重ねています。いまは実験です

から、大した容量を食いませんの

で、いいのですけれども、これで

3300 と一応、いっていますが、3

300 がデータをがんがんやり出す

と大変なことになる。とても県庁

などに置けるようなものではない

ということをいっています。もち

ろん、市町村に至ってはもっと、

そういうことはいえるわけです。

民間に委託してしまうという形なろうと思います。そうしないと無理です。 

 それからＰＫＩについては、個人認証はしない。団体認証と組織認証はやるけれども、

個々の職員全部を認証するというのは、人事異動が毎年起こって、相当数の職員の異動

がありますので、そのときにセキュリティホールが生じやすい。それを利用してハッキ

ング、クラッキングが試みられるので、少なくとも実証実験の段階においては、団体認

証と組織認証しかしない。これは霞が関ＷＡＮと同じ発想であるということです。だけ

れども、将来的には個人認証まで行きましょうということは言っているのですけれども、

いまのサーバーのキャパとかを考えると、そこまでは出来ないということでいま、組織

認証までしか行われていません。 

図57：総合行政ネットワークとＰＫＩ 


